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「仕事と生活の調和推進モデル事業」の 

参加企業１０社を決定 
 

 

 

１ 仕事と生活の調和の実現については、平成１９年１２月にワーク・ライフ・バランス推

進官民トップ会議において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及

び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（参考２）が策定されたところですが、憲

章及び行動指針においては、国に求められる役割として、国民運動を通じた社会的気運の

醸成に積極的に取り組むことが重要である旨示されているところです。 

 

２ こうした中、厚生労働省においては、憲章及び行動指針を踏まえた具体的な取組として、

平成２０年度において「仕事と生活の調和推進モデル事業」（参考 1）を実施します。 

具体的には、社会的影響力のある我が国を代表する企業１０社をモデル企業として選定

し、モデル企業においては、 

・ 経営トップによる取組に向けての宣言（「トップ宣言」）を行い、各企業独自の重点実

施事項を選定して先行的に取り組んでいただくとともに、 

・ 今年度中に、仕事と生活の調和を実現するための取組事項、達成目標等を盛り込んだ「ア

クションプログラム」を策定していただくものです。   

 

３ 今般、社団法人日本経済団体連合会（日本経団連）の協力を得て、モデル企業として別

紙のとおり１０社を決定いたしましたので、公表いたします。 

厚生労働省においては、今後、これらの企業における取組状況や成果を、事業主をはじ

めとする国民全体に広くＰＲすることを通じ、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気

運の醸成を図ってまいります。 

  

   



（別 紙） 
 

仕事と生活の調和推進モデル事業 参加企業 
 

 
企業名（五十音順） 

 
代表者名 

 
所在地 

鹿島建設株式会社 代表取締役 社長 

中村 満義 
港区元赤坂１－３－１ 

キヤノン株式会社 代表取締役 社長 

内田 恒二 
大田区下丸子３－３０－２ 

住友商事株式会社 代表取締役 社長 

加藤 進 
中央区晴海１－８－１１ 

全日本空輸株式会社 代表取締役 社長 

山元 峯生 
港区東新橋１－５－２ 

株式会社大和証券グループ本社 代表執行役 社長 

鈴木 茂晴 
千代田区丸の内１－９－１ 

株式会社高島屋 代表取締役 社長 

T鈴木 弘治T 

大阪市中央区難波５－１－５ 

株式会社電通 代表取締役 社長 

髙嶋 達佳 
港区東新橋１－８－１ 

日産自動車株式会社 
取締役共同会長兼社長

Carlos Ghosn 
 (カルロス ゴーン)

中央区銀座６－１７－１ 

株式会社日立製作所 代表執行役 執行役社長

古川 一夫 
千代田区丸の内１－６－６ 

三井化学株式会社 代表取締役 社長 

藤吉 建二 
港区東新橋１－５－２ 

 
 



（参考１）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周知広報の実施

仕事と生活の調和推進モデル事業について

憲章及び行動指針を踏まえた具体的な取組として、社会的影響力のある我が国を代表する企業１０社に「仕事と生活の
調和推進モデル事業」に参加していただき、その取組状況や成果について広く周知を図ることを通じ、仕事と生活の調和
の実現に向けた社会的気運の醸成を図る。

趣旨・目的

○　選定企業における取組
　（１）経営トップによる取組に向けての宣言（「トップ宣言」）を行い、各企業独自の重点実施事項を選定して先行的に
　　　 取り組む（７月上旬メド）
　（２）仕事と生活の調和を実現するための取組事項、達成目標等を盛り込んだ「アクションプログラム」を策定（２月メド）
○　厚生労働省における取組
　（１）仕事と生活の調和推進委員会（有識者等で構成）を設置し、モデル企業の取組の報告の聴取、必要な助言を行う。
　（２）モデル企業の取組を新聞紙上等に掲載し、国民へのＰＲを行う。

事業概要

重点実施事項の検討、
宣言のとりまとめ

　　　　　　　　　　　　　　　各企業における宣言に基づく取組の実施トップ
宣言

取組結果
報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクションプログラムの検討

アクション
プログラム

策定

推進委員会 推進委員会

モデル企業の宣言を取りまとめ、
新聞紙上等に掲載

スケジュール（イメージ）

モデル企業の取組結果・
アクションプログラムを
取りまとめ、新聞紙上等
に掲載



Ⅰ 意 義 ・ 緊 要 性

Ⅱ 「憲章」及び「行動指針」

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（国民的な取組の大きな方向性の提示）

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（企業や働く者等の効果的取組、国や地方公共団体の

を策定 施策の方針）

仕事と生活の調和が実現した社会の姿

仕 事 と 生 活 の 調 和（ワーク・ライフ・バランス）の 実 現

国民一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、
家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多
様な生き方が選択・実現できる社会

①就労による経済的自立が
可能な社会

②健康で豊かな生活のため
の時間が確保できる社会

③多様な働き方・生き方が
選択できる社会

各主体の取組を推進するための社会全体の目標を設定

○就業率（②、③にも関連）
＜女性（25～44才）＞

64.9％ → 69～72％
＜高齢者（60～64才）＞

52.6％ → 60～61％
○フリーターの数

187万人→ 144.7万人以下

○就業率（②、③にも関連）
＜女性（25～44才）＞

64.9％ → 69～72％
＜高齢者（60～64才）＞

52.6％ → 60～61％
○フリーターの数

187万人→ 144.7万人以下

○週労働時間60時間以上の雇用
者の割合
10.8％ → 半減

○年次有給休暇取得率
46.6% → 完全取得

○週労働時間60時間以上の雇用
者の割合
10.8％ → 半減

○年次有給休暇取得率
46.6% → 完全取得

○第1子出産前後の女性の継続
就業率

38.0％→ 55%
○育児休業取得率
（女性）72.3%→ 80%
（男性）0.50%→ 10%
○男性の育児・家事関連時間
（6歳未満児のいる家庭）

60分／日 → 2.5時間／日

○第1子出産前後の女性の継続
就業率

38.0％→ 55%
○育児休業取得率
（女性）72.3%→ 80%
（男性）0.50%→ 10%
○男性の育児・家事関連時間
（6歳未満児のいる家庭）

60分／日 → 2.5時間／日

（代表例）

（いずれも 現状 → 10年後）

社会全体としての進捗状況を把握・評価し、政策に反映

関係者が果たすべき役割

企業と働く者
協調して生産性の向上に努めつつ、職
場の意識や職場風土の改革とあわせ働
き方の改革に自主的に取り組む

国・地方公共団体
国民運動を通じた気運の醸成、制度的
枠組みの構築や環境整備などの促進・
支援策への積極的な取組、地域の実情
に応じた展開

【従来】 働き方の見直しは個々の企業の取組に依存→一部が先進的に取り組み、社会的広がりが欠如

【今般】 経済界、労働界、地方のトップで協議、合意 → 社会全体を動かす大きな契機に

【仕事と生活の間で問題を抱
える人の増加】

○正社員以外の働き方の増

加→経済的に自立できな

い層

○長時間労働→「心身の疲

労」「家族の団らんを持て

ない層」

○ 働き方の選択肢の制約→

仕事と子育ての両立が困難

【少子化対策や労働力
確保が社会全体の課
題に】

○ 結婚や子育てに関す

る人々の希望を実現
しにくいものにし、急速
な少子化の要因に

○ 働き方の選択肢が限

定。女性、高齢者等
の多様な人材を活か
せない

○個人の生き方や
人生の段階に
応じて多様な
働き方の選択
を可能にする必
要

○働き方の見直し
が、生産性の
向上や競争力
の強化に＝「明
日への投資」

【働き方の二極化等】

○競争の激化、経済低迷や産
業構造の変化 → 正社員
以外が大幅に増加、正社
員の労働時間の高止まり

○かつては専業主婦。現在は
過半数が共働き世帯。

→働き方や子育て支援など
の社会的基盤は従来のまま

→男女の固定的な役割分担
意識が残存

（参考２）



（参考３）

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

○労働時間等設定改善援助事業
　 労働時間等の設定改善に積極的に取り組む中小企業集団に対する専門家による指導、
　 援助

○労働時間等設定改善推進助成金の支給
　 労働時間等の設定改善を団体的取組として行う中小企業団体に対する助成

○労働時間設定改善コンサルタントの配置
　 都道府県労働局において労働時間等の設定改善に関する相談への対応や助言、指導

○職場意識改善助成金の支給
　 労働時間等の設定の改善に向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業事業主
　 に対する助成

○モデル事業の実施
　 中央：モデル企業１０社が仕事と生活の調和の実現に向けた取組を実施し、厚生労働省は
　　　　　その取組状況や成果を国民全体に広く周知
　 地方：地域を代表する企業２社に対して、コンサルタントによる仕事と生活の調和の実現に
　　　　　向けたアクションプログラムの策定及びその実現に向けた指導・援助等を実施
 

○仕事と生活の調和推進会議の設置
　 労使や有識者を参集した会議を都道府県ごとに設置し、仕事と生活の調和の実現について
　 の理解と関係者相互の合意形成を促進

○診断サービス事業の実施
　 労働時間等に係る労務管理上の問題点等について、アドバイザーが、診断を希望する
　 企業に対して助言・指導を実施

○仕事と生活の調和キャンペーンの実施
　 シンポジウム・セミナーの実施やマスメディアを活用した社会的気運の醸成

社会的気運の醸成

企業の取組の促進

平成２０年度　主な取組

○「労働時間等見直しガイドライン」（労働時間等設定改善指針）の改正
　 仕事と生活の調和実現のための憲章及び行動指針の策定を踏まえ、その趣旨を盛り込む
　 べく改正（平成２０年４月１日適用）
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